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１【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

　当社代表取締役社長杉原功一は、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社（以下「当社グループ」）の財務報告

に係る内部統制を整備及び運用する責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価

及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について（意見書）」に示さ

れている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。

　なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理

的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完

全には防止又は発見することができない可能性があります。

 

２【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

　財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2020年３月31日を基準日として行われており、評価に

当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して実施いたしました。

　財務報告に係る内部統制の評価範囲は、当社グループについて、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点か

ら必要な範囲といたしました。

　全社的な内部統制及び決算・財務報告に係る業務プロセスについては、財務報告に対する金額的及び質的影響の重

要性の観点から必要な範囲を評価の対象とし、関係する適切な担当者への質問、証憑の検証等の手続を実施すること

により、内部統制の整備及び運用状況並びにその状況が業務プロセスに係る内部統制に及ぼす影響の程度を評価いた

しました。

　また、業務プロセスについては、財務報告に対する金額的及び質的影響の重要性を考慮し、上記の全社的な内部統

制の評価結果を踏まえ、連結売上高の概ね２／３をカバーする当社及び連結子会社を重要な事業拠点として選定し、

それらの事業拠点における当社グループの事業目的に大きく関わる勘定科目である「売上高」、「売掛金」、「棚卸

資産」に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。

　さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の

発生可能性が高いと判断した業務プロセスを財務報告への影響を勘案して評価対象に追加いたしました。

　評価の対象とした業務プロセスについては、それぞれのプロセスフローを作成、分析した上で、財務報告の信頼性

に重要な影響を及ぼす統制上の要点を選定し、関連文書及び証憑類の閲覧、当該内部統制に関係する適切な担当者へ

の質問、内部統制の実施記録の検証等の手続を実施することにより、当該統制上の要点の整備及び運用状況の有効性

を評価いたしました。

 

３【評価結果に関する事項】

下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要

な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る

内部統制は有効でないと判断いたしました。

 

記

 

当社は、前事業年度末日である2019年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断し、開示すべ

き重要な不備を是正するために、当社の海外連結子会社であるタイホウ　コーポレーション　オブ　アメリカ（以

下、ＴＣＡという）における期末棚卸資産の不適切な会計処理に対し、以下の再発防止策を実施いたしました。

 

１．棚卸結果の確認体制及び経理業務に関する牽制機能の強化

・棚卸組織、棚卸責任者の役割、棚卸実施者(カウント、再カウント)の担当エリアの明確化を実施し、業務分掌

を適切に行うことで組織的に牽制が効く体制といたしました。

・棚卸マニュアルを全面更新し、必要事項を集約、各人の役割が明確になり、抜け漏れを予防いたしました。

・棚卸計算が経理部門だけで完結しないよう、生産管理部門が棚卸計算結果に対し、異常値がないか、第三者的

に確認し、牽制する仕組みを構築いたしました。

 

２．不良品を網羅的に管理する仕組み

・不良品判定のフローやルールを明確化し、帳票を管理・活用して、正確な不良品数が月単位で管理できる仕組

みを構築いたしました。

 

３．棚卸実務の改善

・現状の棚卸手法と実態を確認の上、当社で実施している手法を取り入れ、効率化を図るとともに、精度向上を

図りました。

・現品タグを更新し、回収後直ちにスキャナで読み込み保全することで、改竄リスクを低減いたしました。
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４．内部通報制度の強化、浸透

・当社の就業規則を見直し、重要なリスクを認識した場合、即時に上司へ報告される制度に変更いたしました。

・内部通報制度に関する社員教育（当社、国内グループ会社、海外グループ会社）を再実施いたしました。

 

５．子会社に対する管理の強化

・子会社管理強化の観点から、海外拠点について、棚卸資産額推移、棚卸資産回転期間推移、売掛債権回収状

況、キャッシュフロー状況などの経営指標による異常値の有無の管理、フォローアップを月次で実施するよう

にいたしました。

 

６．当社による駐在員教育及びフォローアップ

・赴任前教育を強化し、役割意識の向上を図るようにいたしました。

・駐在員に対し、フォローアップミーティングを開催し、困り事や相談事項等を吸い上げやすい環境作りをいた

しました。

 

また、当社はＴＣＡにおいて、「仕訳の作成と承認」の業務分掌実施の完全性を確認する内部統制を含む財務報

告プロセスや売上・売掛金管理、実地棚卸、不良品の網羅的管理のための内部統制を含む原価計算に係る業務プロセ

ス及びＩＴ全般統制について、虚偽記載の発生可能性が高い重要な業務プロセスであるため、これらを財務報告に係

る内部統制の評価対象に今回追加いたしました。当社は、今回の不適切会計の発生要因はこれらのプロセスに係る内

部統制が有効に構築されていないためと判断し、当事業年度において構築するための活動に取り組みました。その結

果、適切な内部統制の整備は完了いたしましたが、新型コロナウイルスの世界的感染拡大を受けて、ＴＣＡは操業を

停止するなど、その運用期間が十分に確保できなかったことから、運用の定着を当事業年度末時点では確認すること

ができなかったと判断いたしました。

以上より、当事業年度末日時点において、開示すべき重要な不備があると判断いたしました。

 

４【付記事項】

　該当事項はありません。

 

５【特記事項】

　該当事項はありません。
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